
Title 司法解剖例における心中の検討
Sub Title
Author 保科, 光紀

Publisher 慶應医学会
Publication year 2006

Jtitle 慶應医学 (Journal of the Keio Medical Society). Vol.83, No.2 (2006. 6) ,p.23-  
JaLC DOI
Abstract
Notes 号外
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00069296-20060602-

0023

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


司法解剖例における心中の検討

内容の要旨

保　科

(目的〉我 が国で は 「心中」とい う曾葉 は古 くは相思相愛 の男女が相

互の合意の も とに 「自殺」す るとい う意味で理解 されて きた。ra近 で

はむ しろ母子心 中 とい う曾葉が轍道 でよ く聞かれ る よ うにな うて い

る。一方,海 外では心中事例その ものが少 な く、法医学領域 では加 害

者 と被否者 とい う視点か らnnvder　followed　by　suicide、す なわち加害者

が殺 人の後に 自殺す る事例、精神 医学領域 ではsuicid叩蹴.す なわち

合意 のある事例が中心であ り、それぞれ 関心のあ る事例が 異な ってい

る。本研究では、慶彫義整大学医学部法医学教蜜での司法解剖例 にお

ける無理心中及び合意のある心中の耶例を調べ、全体像や それ ぞれ の

中での加害者 と被害者の開係、殺人の 手段、動 機等を示す とと もに、

海外 文献 との比較 を行 うことや 、現在の ところ纏一 された心中の定義

がないため、振者 としての定義 を提案す ること、更に心 中の防止策 を

検討す ることを目的 とした。

{方法>1945　 9月 か ら2003年 に月までの期 間に慶晦義塾大学医学部

法 医学教室で施行 された司法解剖(te:数7276体)の 解剖記録 を翻査 し.

心 中事例を抽出 した。これ を もとに加 害者 と破害者の関係.動 機 、手

段 、年齢分布 等につい て分析 した。 また、情 報を繍 うため、]984以

降 の事例 は新聞 のデー タベー スを検累 し、該 当事 件につい て参照 し

た。

<結果>298例 の心中事例 が抽 出 され、その うち259例 が無理 心中 で

あ った。加害者 と被害者の関係でit.母 子心中がua例 と最 も多 く、恋

愛関係の男女間の事例はわず かlfi例で あった。動機 は母子心中では育

児 ノイ ローゼが最 も多 く、高齢の夫婦の心中では健康問題 、経済困難 、

一家心中 では軽済困燈が最 も多か った
。殺人 の手段 は絞 頭 が最 も多

く、母子心中や合意のある者同士の心中では一酸化炭素 中毒 、睡眠薬

中毒な どの暴力的 でない手段が多か った。海 外では夫婦、恋 人の間で

の無理心 中が最 も多く、動機の主たる ものは関係の破綻であ り、手段

は銃が最 も多いな ど我が国 とは大 きな違いが見 られ た。

〈考察〉心中の定義が続一され てい ないた め、研究 によって無理心中

として扱 う事 例の範囲が異な っていた。このため、無理心 中の定義を

「加害者が被香者 を殺害 した後に 自殺する意 志を持 ってい た事例」と

明確 にす る必要があ ると考え られた。また 、わが国で は無理 心中の中

で最 も多い母子心中を防止する 二とが重要であ り、母親の孤立 を防 ぐ

ために看護的 な介入が有効である と考え られ た。

光　紀

論文審査の要旨

　 本研究は慶 磨義塾 大学医学 部法医学 教室 で司法解剖 とな った事例

の うち、心 中事例 を鯛 査 し、その特徴 を明 らかに し、 さらに海 外の

事例 との比較 を試 みた ものであ る。1945年9月 か ら2003年is月 まで

の期間の7276例 の司法解 剖例の うち心 中事 例は298例 見 られ 、内訳は

無理心中が259例 、合意 のあ る心中が39例 であった。無理 心中の 中で

は母子心中がuo例 と最 も多 く、従来我 が国に特徹的 と考 え られ てい

た恋人同士の事例 は16例 しか見 られ なかった。 手段 は絞頸 の116例 が

最 も多 かった。 母子心 中や合 意の ある心中で は一酸化 炭棄 中毒や薬

物 中毒な ど暴力的 で な く、両者 が同 時 に企 図 出来 る手 段 が多 か っ

た.し か し.手 段 には時 代 によ る変遣 が見 られ、近年 では一酸 化炭

素 中毒や薬物 中轟 は見 られ な くなってい る。 また、海外 との 比較 で

は、心中 自体 が稀 と され て いるが、配 偶者や恋 人同士 の心 中が最 も

多 く、手段は銃 器 による もの が最 も多 いな ど我 が国 の事例 との相 違

が見 られ、 これ には手段 の入 手の容易 さや文 化的 な背 景の違 いが反

映 され ている と考 えられ た。

　 審査 では まず、無理 心中 の定嚢 を 「加 害者 が自殺 す る意志 を もっ

て殺人 を犯 した事 例」 とした点につ いて、 どの よ うに意志 を碗認す

るの か との質 問が あ っ た。 これ に対 し、解 剖 記録 の 記載 や新 聞 の

デ ー タベー スを参 照 した ものの、加害 者が死 亡 して いたn,記 録 の

不備 な どか ら意志 の確 認が 困難な 事例 もあn,事 例抽 出の限 界であ

る と回答 され た。 ま た、母子心 中の防止 に看護師 に よる訪問 指導な

どの介入が有 効で ある と考 察 した点 に関 して、本 研究 の結果 と考察

が一 致 してい ないの ではない か との指 摘が あった。 この 点にっ いて

は文 献的な記述 のみ を搬拠 と してい るが、母子心 中の背 景の調査 か

ら母親の孤立 を防 ぐこ とが防止 策 と して有 効 である と示 唆 され る と

の説 明がな され た。 さらに、近年一酸 化炭 棄中轟や 薬物 中毒 に よる

心 中事例が見 られ な くなって い るとの 結果に ついて 、事 件性の ない

事例 は東 京都の場 合、監 察医務院 での行政 解剖 にな ってい る可能性

が高 く、実瞭 に減少 して いる とは曾 え ないのでは ないか との指摘 が

あ った.こ れ に対 し、司法関係 者の判 断に よ り司法 解剖 に至 らない

心中事例 があnう る とい う研究 上の限界 が存在す る と回 答 され た。

今後の課題 として監察医務院 の事例 を含 めた よ り多数例 での検討 が

必要である と指樋 され た。

　 以上、本研 究は今 後 さらに検討す べ き躁題 を残 してい るが,我 が

国での多数 例にお ける心 中の特徴 を明 らかに し、海外 の事 例 との 比

鮫 を行い,将 来の 研究 のた めに無理心 中 と合意 のあ る心 中の定義 を

提案 し、有効 と考 えられ る予 防策 を示唆 した とい う点で有 意義 とさ

れ た。
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